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１ 海岸保全基本計画変更の概要
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海岸保全基本方針
（海岸保全の基本理念）

海岸保全基本計画
（防護・環境・利用の基本的事項）

計画決定

海岸保全施設の整備に
関する事項の案

学識経験者

関係市町村長

関係海岸管理者

関係行政機関の長
（環境省、文部科学省）

関係住民

【国（主務大臣）】

国土交通大臣

【都道府県知事】

防護

1956年

海岸法の制定
1999年

海岸法の一部改正

●防護・環境・利用の調和のとれた
総合的な海岸管理制度の創設

●地域の意見を反映した海岸整備
の計画制度の創設

●海岸法の対象となる海岸の拡張
（一般公共海岸区域の創設）

●国の直轄管理制度の導入など

●津波、高潮、波浪等の
海岸災害からの防護の
ための海岸保全の実施

 1956年に制定された「海岸法」は、1999年に抜本的に改正され、これまでの防護主体の海岸整備から、防護・環境・利用の調和
のとれた総合的な海岸管理制度が創設された。

国が「海岸保全基本方針」を定め、これに沿って都道府県知事が「海岸保全基本計画」を策定することが義務付けられ、計画策
定に当たっては、地域の意見や専門家の知見を反映する手続きを導入することとされている。

海岸法改正の概要 計画策定の流れ

協議

協議

意見

総合的な海岸管理の実施

提出

【国】

【海岸管理者】

意見

目的

■海岸保全基本計画策定の流れ

海岸保全基本計画策定の流れ 3



当県における海岸保全基本計画の策定状況 4

静岡県では、「遠州灘沿岸」、「駿河湾沿岸」、「伊豆半島沿岸」の3つの沿岸の海岸保全基本計画を策定している。

 2011年3月の東日本大震災を契機に、国から津波防護に関して2つのレベルが示されたことや、2014年の海岸法の一部改正に
より維持修繕に関する事項を追加することとなったため、2015年12月までに変更を行っている。

遠州灘沿岸 約117km
伊豆半島沿岸

約273km
写真：Google earth

静岡県 約70㎞愛知県 約47㎞

神奈川県

静岡県
愛知県

沿岸名 策定・公表時期 改定理由

遠州灘沿岸
（伊良湖岬～御前崎）
※愛知県と共同策定

2003年7月
2007年8月（変更） 静岡県変更
2011年2月（変更） 愛知県変更
2015年12月（変更）

海岸保全基本方針策定（2000年5月）
軽微な変更
軽微な変更
津波防災地域づくりに関する法律の
制定（2011年11月）
海岸法の一部改正（2014年12月）

駿河湾沿岸
（御前崎～大瀬崎）

2002年6月
2006年2月（変更）
2014年7月（変更）

2015年12月（変更）

海岸保全基本方針策定（2000年5月）
整備に関する事項を一部変更
津波防災地域づくりに関する法律の
制定（2011年11月）
海岸法の一部改正（2014年12月）

伊豆半島沿岸
（大瀬崎～神奈川県境）

2003年7月
2014年7月（変更）

2015年12月（変更）

海岸保全基本方針策定（2000年5月）
津波防災地域づくりに関する法律の
制定（2011年11月）
海岸法の一部改正（2014年12月）



海岸保全基本計画の変更が必要となった経緯 5

■海岸保全基本計画の変更が必要となった背景

IPCCが第5次評価報告書を公表(H25～H26)
内容：2081年～2100年の世界平均気温の変化は0.3～4.8℃の範囲に入る可能性が高い

2081年～2100年の海面上昇量は0.26m（RCP2.6）～0.82m（RCP8.5）の範囲に入る
可能性が高い

IPCCがSROCC（海洋・雪氷圏特別報告書）を公表(R1.9.24)
内容：2081年～2100年の海面水位の上昇は0.26m～0.92mの範囲に入る可能性が高く、

2100年には0.29m～1.10mの範囲に入る可能性が高い

IPCCが第6次評価報告書を公表(R5.3.20)
内容：2081年～2100年の海面上昇量0.32m（SSP1-2.6）～1.01m（SSP5-8.5）の範囲に入る

可能性が高い

世界の気候変動に関する動き

海岸保全基本計画の見直しの経緯
気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会の設立（R01.10）
内容：気候変動に伴う平均海面水位の上昇や台風の強大化等による沿岸地域への

影響及び今後の海岸保全のあり方や海岸保全の前提となる外力の考え方、
気候変動を踏まえた整備手法等について検討。

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言(R2.7.8)
内容： 海岸保全を過去のデータに基づきつつ、気候変動による影響を明示的に考慮した対

策へ転換パリ協定の目的と整合するRCP2.6（2℃上昇相当）を前提に方針や計画に
反映し、整備等を推進海岸保全の目標はRCP2.6を前提としつつ、平均海面水位が
2100年に1m程度上昇する悲観的予測RCP8.5(4℃上昇相当)も考慮し、これに適応で
きる海岸保全技術の開発を推進するとともに、社会全体で気候変動に取り組む体制
を構築する

国土交通省が海岸保全基本方針の変更（R2.11.20）
変更内容： 気候変動の影響による外力の長期変化量を適切に推算し、

所要の安全を適切に確保
高潮からの防護目標は、過去の台風等により発生した高潮録
に基づく既往の最高潮位又は記録や将来予測に基づき推算し
た潮位に、記録や将来予測に基づき推算した波浪の影響を加
える

侵食対策については、将来変化の予測に基づき対策を実施す
る「予測を重視した順応的砂浜管理」を行う
地域のリスクについて、気候変動の影響による将来変化を含
めまちづくり関係者等と共有し、連携や調整を図る

第５次社会資本整備重点計画（R3.5.28）
目標値：気候変動影響防護目標に取り込んだ海岸の数39沿岸（R7年度まで）

海岸保全施設の技術上の基準を定める省令改正(R3.7.30)
設計高潮位：気象の状況及び将来の澪押しを勘定して必要と認められる値を

加えるよう変更
設計波：気象の状況及び将来の見通しを勘定するよう変更

気候変動を踏まえた計画外力の設定方法に関する技術的助言
(R3.8.2)

海岸保全基本計画の見直し（～R7まで）

文科省と気象庁が将来予測をまとめた「日本の気候変動2020」を公表(R2.12.4)
内容：日本では2度上昇シナリオで1.4℃、4度上昇シナリオで4.5℃年平均気温が上昇する

日本への台風の接近数、上陸数には、長期的な変化傾向は見られない
日本近海の21世紀末の年平均海面水温は1.14℃～3.58℃上昇する
平均海面水位は日本沿岸で0.39m～0.71mと世界平均と同等程度で上昇する

 IPCC第5次評価報告書の公表（H26）以降、「海岸保全基本方針の変更（R2.11）」、「海岸保全施設の技術上の基準を定める省
令改正（R3.7）」等により、令和7年度までに気候変動の影響を踏まえた海岸保全基本計画の見直しが求められることとなった。

内容： RCP2.6シナリオにおける将来予測の平均的な値を前提
RCP8.5シナリオは整備メニューの点検や減災対策のリスク評価、施
設の効率的な運用検討、将来的な施設課量を考慮した工夫等の参
考として活用するよう努める
堤防等の設計において津波を対象とする場合も平均海面水位の上
昇を考慮する。

施設整備段階においては、堤防や消波工に沖合施設や砂浜等を組
み合わせ、環境や利用の面からも優れた面的防護方式による防護
に努める



気候変動を踏まえた計画変更のポイント 6

○ 「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」の提言を踏まえて海岸保全基本方針が変更されたことを受け、海岸保
全基本計画の見直しを行う。

○ 静岡県海岸保全基本計画技術検討会における検討内容を踏まえ、「遠州灘沿岸」、「駿河湾沿岸」、「伊豆半島沿岸」の海岸
保全基本計画の変更案を作成する。

計画変更のポイント①

気候変動による影響を踏まえた対応

 気候変動による影響を踏まえた計画外力、防護水準の設定及び対応策等を海岸保全基本計画に反映する。

計画変更のポイント②

計画の前提とする気候変動シナリオ及び対象外力の目標時点の設定

 気候変動シナリオとしてRCP2.6（2℃上昇相当）を前提とし、それを考慮した21世紀末（2100年）時点の海岸

保全の目標等を示す。

計画変更のポイント③

技術検討会での意見を踏まえた防護水準及び防護目標の変更

 「静岡県海岸保全基本計画技術検討会」で検討した気候変動の影響を防護水準に反映する。

 気候変動の影響を踏まえ、海岸の防護に関する事項へ反映する。

計画変更のポイント④

気候変動にともなう海浜への影響

 気候変動による海面上昇や波浪の変化が海浜地形に及ぼす影響を検討し、気候変動による環境・利用への
影響を踏まえ、海岸の環境と利用に関する事項へ反映する。

に基づいた、。計画変更のポイント⑤

海岸利用や海岸環境への配慮事項

 気候変動後の防護水準を達成しつつ、海岸環境や海岸利用への配慮事項を計画へ反映する。

第１回
検討委員会

第２回
検討委員会

（R6.2.6）

(R7.10.10)



静岡県 交通基盤部 河川砂防局・港湾局

海岸保全基本計画変更の検討体制 7

■海岸保全基本計画変更の検討体制

学識経験者等で構成する「検討委員会」や「技術検討会」、関係する海岸管理者や行政機関で構成する「連絡調整会議」等を
設置し、気候変動の影響を踏まえた「海岸保全基本計画」の変更に向けた検討や調整・協議を進めている。

学識経験者（４名）、地元有識者（５名）

沿岸市町（静岡県市長会、静岡県町村会）

静岡県海岸保全基本計画検討委員会

学識経験者（５名）

静岡県海岸保全基本計画技術検討会

国交省 静岡河川事務所、清水港湾事務所

静岡県 沼津・富士・静岡・島田土木事務所
田子の浦港管理事務所、清水港管理局、御前崎港管理事務所、
焼津漁港管理事務所、中部農林事務所

市 町 沼津市、富士市、静岡市、焼津市、吉田町、牧之原市、御前崎市

国交省 浜松河川国道事務所
静岡県 袋井・浜松土木事務所、御前崎港管理事務所、中遠農林事務所

市 町 御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市

静岡県 熱海・下田・沼津土木事務所、賀茂農林事務所
市 町 熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、松崎町

西伊豆町、伊豆市、沼津市

●遠州灘沿岸 海岸整備連絡調整会議

●伊豆半島沿岸 海岸整備連絡調整会議

海岸整備連絡調整会議

●駿河湾沿岸 海岸整備連絡調整会議

国交省 中部地方整備局 河川部、港湾・空港部

静岡県 危機管理部 危機政策課、危機情報課

くらし・環境部 環境局環境政策課、自然保護課

経済産業部

交通基盤部

農地局 農地保全課
森林・林業局 森林保全課
河川砂防局 河川企画課
港湾局 港湾企画課

愛知県 建設局 河川課
神奈川県 県土整備局 河川下水道部 河港課

静岡県海岸保全基本計画
行政機関連絡調整会議

検討結果報告
事務局

関連計画との調整
情報共有



海岸保全基本計画変更に伴う検討項目 8

海岸保全基本計画変更に向けて、「気候変動の実態把握」、「外力の将来予測」等の検討を行い、気候変動の影響を踏まえた
海岸保全基本計画を作成する。

静
岡
県
海
岸
保
全
基
本
計
画
技
術
検
討
会

静
岡
県
海
岸
保
全
基
本
計
画
検
討
委
員
会

・気候変動の実態把握、検討条件の確認

静岡沿岸における気候変動の実態把握

海面上昇

・外力の将来予測、防護水準の検討
将来気候における外力の予測

・計画変更に係る背景の確認
・作業方針の確認
・計画変更にあたる配慮事項の
確認

将来の外力・防護水準に対する
環境、利用の観点からの配慮事項

将来における防護水準を、環境・利用の
観点から各海岸ごとに検討

○第１回技術検討会

○第２回技術検討会

○第１回検討委員会

○第２回検討委員会

海岸保全基本計画（案）の作成

○第３回検討委員会

海岸保全基本計画変更

気候変動の影響を踏まえ、静岡沿岸の海岸保全に向け、
基本計画の変更を行う

地域リスクを共有し、関係機関、まちづくり関係者と連携

●海岸保全に気候変動影響を適切に見込む
●防護に加え環境や利用も含め総合的な対策を検討し、

将来における静岡沿岸の望ましい姿を盛り込む・将来気候における海浜地形の予測

防護水準の設定（必要堤防高の設定）

○第４回技術検討会

環境・利用の観点からの配慮事項（技術的視点）

・伊豆半島沿岸防護水準

現在までの実態把握

傾向把握

方針検討

数値シミュレーション
（計画外力設定）

構築モデルの
妥当性の確認

影響評価

防護水準の設定

沿岸の特性把握

整備方針案の検討

素案・原案作成

年度

令
和
５
年
度

気候変動を踏まえた
計画外力の設定

公表

第２回
技術検討会

海浜地形の予測

第１回
技術検討会

第１回
検討委員会

第３回
検討委員会

第３回
技術検討会

環境・利用等への
配慮事項

計画(案)作成
第４回

検討委員会

第４回
技術検討会

第２回
検討委員会

令
和
７
年
度

令
和
６
年
度



２ 第２回検討委員会の意見と対応
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第２回検討委員会の意見と対応（１／４） 10

第２回検討委員会における委員からの主な意見・確認事項とそれらに対する対応方針を示す

【第２回検討委員会】（R7.10.10）

No 意見・確認事項 第２回検討委員会での回答 対応 該当頁

1

遠州灘沿岸の2007年8月や2011年2月

のように、軽微な変更の場合でも、検討委
員会を開くのか。

軽微な変更では、委員会は開催しない。
基本計画の根幹に関わる内容でない場合

は、書面などで意見照会を行い、変更するこ
ととしている。

（回答済）

ー

2

No2の対応方針に「気候変動の影響が

顕著になった時点で対応を検討する」とあ
るが、これでは遅い。「リスクに応じて検討
する」といった表現にすること。

計画書本文に反映する。 本文『今後の取り組み方針』（遠
州灘沿岸）、『計画推進に向けた配
慮事項』（駿河湾沿岸、伊豆半島
沿岸）において、『地球温暖化に伴
う気候変動の不確実性への対応』
の項目（駿河湾、伊豆半島は新規
項目追加）において、文言を追加
する。

本資料P15

（計画書）
遠 2章 3.

駿 第1編
第4章 4.4 

伊 第1編
第4章 4.4

3
海面上昇に伴って浜幅が40メートル下

がるとあるが、浜幅が減るという情報は今
年度中に一般に公表するのか？

本検討委員会は公開であるため、資料は
インターネット上に一般公表する。

（回答済）
ー

4

気候変動への対応の欄で、気候変動に
よる平均海面の上昇で生じる汀線の後退
については、保全の対象としないとしてい
るが、それ以外の要因で生じる後退は、対
応していくということか。

人為的な影響などで土砂収支のバランス
が崩れたり、台風などの高波浪によって浜
幅が減少した際に対応していくことを示す。

「防護の目標【侵食】」について、
文言を修正した。

本資料P17

（計画書）
遠 1章2-1（2）.

駿 第1編
第2章 2.2(1)

伊 第1編
第2章 2.2(1)

遠、駿、伊 ： 各沿岸海岸保全基本計画

のご意見については、３章で対応結果の詳細を示した。



第２回検討委員会の意見と対応（２／４） 11

第２回検討委員会における委員からの主な意見・確認事項とそれらに対する対応方針を示す

【第２回検討委員会】（R7.10.10）

No 意見・確認事項 第２回検討委員会での回答 対応 該当頁

5

漁場が養浜によって壊されてしまった
ことがある。全体を通して「漁業との調
整」について考慮していることを、文章
に記載するなど検討していただきたい。

漁業者への影響の部分について、工事
をする際は調整をすることが基本である。
また、整備計画もあるので、その中で、注
意事項として留意する部分を検討する必要
があると考えている。

現行計画の下記の記載を修正する。

【遠州灘沿岸】

海岸における自然環境や人々の利用は
多種多様であることから、海岸管理者をは
じめとして、沿岸市町，地域住民，各種団
体など、海岸や対策に関わるすべての関係
者で調整の上、総合的な見地から対処して
いくものとする。

【駿河湾沿岸、伊豆半島沿岸】

海岸における自然環境や人々の利用は
多種多様であることから、海岸管理者をは
じめとして、沿岸の市町、地域住民、各種
団体など、海岸や対策に関わるすべての関
係者で調整の上、総合的な見地から対処し
ていくものとする。

本資料P19

遠
第2章 3

駿 第1編
第2章 2.2(2)

伊 第1編
第2章 2.2(2)

6

汀線後退にあわせて堤防の防護ライ
ンの位置も後退させるのか。その場合、
堤防の前にある砂浜の植物等の自然
環境はなくなってもやむをえないという
ことか。

2度上昇相当での海面上昇では汀線は

後退するが、防護ラインを下げるほどでは
ない。

基本的に、波が陸地に入ってくることを何
としても避けた上で、利用や環境にも可能
な限り配慮をすることを続けている。今後も、
その方針は変わらない。

（回答済）

ー

遠、駿、伊 ： 各沿岸海岸保全基本計画

のご意見については、３章で対応結果の詳細を示した。



第２回検討委員会の意見と対応（３／４） 12

第２回検討委員会における委員からの主な意見・確認事項とそれらに対する対応方針を示す

【第２回検討委員会】（R7.10.10）

No 意見・確認事項 第２回検討委員会での回答 対応 該当頁

7

遠州灘沿岸海岸保全基本計画について、
愛知県と静岡県を分けて書いてあるが、
県境で方針が変わらないように調整する
べきではないか。

愛知県と議論して、まとめられるように調
整する。

愛知県と協議の上、計画書への
記載方法を修正した。 本資料P22

（計画書）

遠 1章
2-1（2）、3-1

8

将来、侵食が進んで現在の汀線の維持
が難しくなった場合でも、順応的な砂浜管
理を行うことによって、防護・環境・利用の
バランスが保てるラインを探していくことを
基本とするという解釈でよいか。

その通りである。 （回答済）

ー

9

「手戻りのない効率的な整備を行う」とあ
るが、一番大事なのは、間に合うように対
策することである。手遅れとならないように、
かつ手戻りが少なくなるようにというのが
難しい。

手戻りを怖がっていると、どんどんやら
ない方向に行くので、間に合うように、手遅
れにならないようという観点を入れて、書き
加えてほしい。

計画書本文に反映する。 『段階的な施設整備の実施』の項
目に、文章を追記した。 本資料P26

（計画書）
遠 1章2-1（3）

駿 第1編
第2章 2.2(2)

伊 第1編
第2章 2.2(2)

10

砂浜を観光資源として利用している事業
者も多くいるため、将来の気温上昇をなる
べく小さくする方法を検討していただきた
い。

世界ではパリ協定で国際的な枠組みが決
められているが、それを静岡県の海岸保全
基本計画で対応するのは難しい。将来、気
温が2度上昇で収まらないこと想定して準備

するスタンスとすることが重要である。

（回答済）

ー

遠、駿、伊 ： 各沿岸海岸保全基本計画

のご意見については、３章で対応結果の詳細を示した。



第２回検討委員会の意見と対応（４／４） 13

第２回検討委員会における委員からの主な意見・確認事項とそれらに対する対応方針を示す

【第２回検討委員会】（R7.10.10）

No 意見・確認事項 第２回検討委員会での回答 対応 該当頁

11

堤防の工事の際には、観光事業者の意
見を取り入れてほしい。

（回答無し） 現行計画の下記の記載を修正する。

【遠州灘沿岸】

海岸における自然環境や人々の利用
は多種多様であることから、海岸管理者
をはじめとして、沿岸市町，地域住民，各
種団体など、海岸や対策に関わるすべて
の関係者で調整の上、総合的な見地か
ら対処していくものとする。

【駿河湾沿岸、伊豆半島沿岸】

海岸における自然環境や人々の利用
は多種多様であることから、海岸管理者
をはじめとして、沿岸の市町、地域住民、
各種団体など、海岸や対策に関わるす
べての関係者で調整の上、総合的な見
地から対処していくものとする。

本資料
P19

遠
第2章 3

駿 第1編
第2章
2.2(2)

伊 第1編
第2章
2.2(2)

12

継続的なモニタリングをして、それを踏ま
え対応することを今回明記されたが、何を
いつまでに行うのか、スケジュールや費用、
財源の詳細を記載してほしい。

モニタリングについては、今回は海岸保全
基本計画ということもあり、大きなくくりで記
載する。気候変動による影響等に関する最
新の知見等についても注視していく。具体的
な事業については、個々の海岸で計画を策
定する。

（回答済）

ー

遠、駿、伊 ： 各沿岸海岸保全基本計画

のご意見については、３章で対応結果の詳細を示した。



３ 意見に対する個別の対応結果

14



対応結果の詳細（No.2） 15

 No.2のご意見を踏まえ、『地球温暖化に伴う気候変動の不確実性への対応』の記載内容を加筆した。

No 意見・確認事項 第２回検討委員会での回答 対応 計画書

2

No2の対応方針に「気候変動の影響が

顕著になった時点で対応を検討する」とあ
るが、これでは遅い。「リスクに応じて検討
する」といった表現にすること。

計画書本文に反映する。 本文『今後の取り組み方針』（遠州灘沿岸）、
『計画推進に向けた配慮事項』（駿河湾沿岸、
伊豆半島沿岸）において、『地球温暖化に伴
う気候変動の不確実性への対応』の項目
（駿河湾、伊豆半島は新規項目追加）を修正
する。

遠 2章 3.

駿 第1編
第4章 4.4 

伊 第1編
第4章 4.4

現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

○地球温暖化に伴う気象変動への対
応

地球温暖化に伴う海面上昇や気象・海
象条件の変化に備えて、潮位観測等
を継続的に実施していく。潮位観測等
の結果については、国や沿岸自治体と
連携して、必要に応じて防護水準に加
味していく。

○地球温暖化に伴う気候変動への対応

地球温暖化に伴う海面上昇や気象・海象条件の変化に備え
て、潮位観測等を継続的に実施していく。潮位観測等の結果
については、国や沿岸自治体と連携して、必要に応じて防護
水準に加味していく。

○地球温暖化に伴う気候変動の不確実性への対応

気候変動の影響による平均海面水位や潮位偏差の将来予
測は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）による報告書で

用いられた２℃上昇相当のシナリオを基本とするが、想定を上
回る気候変動の影響への対応については、国の動向を注視し、
気候変動の影響に関する見込みの変化や、その変化によるリ
スクの大きさ等に応じて、計画の基本的事項及び海岸保全施
設の整備内容等を点検し、適宜見直しを行うこととする。その
ためにも、地球温暖化に伴う海面上昇や気象・海象条件の変
化に備えて、潮位観測等を継続的に実施していくものとする。

◆遠州灘沿岸海岸保全基本計画への対応

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、○○○：今回修正した箇所

◆p.10より



対応結果の詳細（No.2） 16

現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

記載なし 記載なし （項目追加）
4.4 地球温暖化に伴う気候変動の不確実性への対応

気候変動の影響による平均海面水位や潮位偏差の将来
予測は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）による報告

書で用いられた２℃上昇相当のシナリオを基本とするが、想
定を上回る気候変動の影響への対応については、国の動向
を注視し、気候変動の影響に関する見込みの変化や、その
変化によるリスクの大きさ等に応じて、計画の基本的事項及
び海岸保全施設の整備内容等を点検し、適宜見直しを行うこ
ととする。そのためにも、地球温暖化に伴う海面上昇や気象・
海象条件の変化に備えて、潮位観測等を継続的に実施して
いくものとする。

◆駿河湾沿岸、伊豆半島沿岸海岸保全基本計画への対応

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、○○○：今回修正した箇所

 No.2のご意見を踏まえ、『地球温暖化に伴う気候変動の不確実性への対応』の記載内容を加筆した。



 No.4のご意見を踏まえ、侵食対策に関する防護目標について記載内容を修正した。

No 意見・確認事項 第２回検討委員会での回答 対応 計画書

4

気候変動への対応の欄で、気候変動に
よる平均海面の上昇で生じる汀線の後退
については、保全の対象としないとしてい
るが、それ以外の要因で生じる後退は、対
応していくということか。

人為的な影響などで土砂収支のバランス
が崩れたり、台風などの高波浪によって浜
幅が減少した際に対応していくことを示す。

本文「防護の目標【侵食】」につ
いて、文言を修正した。

遠 1章 2-1（2）.

駿 第1編
第2章 2.2(1)

伊 第1編
第2章 2.2(1)

現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

＜侵食＞
現状の汀線を保全・維持することを基
本的な目標とし、侵食が著しい海岸で
は必要に応じて汀線の回復を図ること
を防護水準とする。

＜侵食＞
愛知県では、現状の汀線を保全・維持することを基本的な目

標とし、侵食が著しい海岸では必要に応じて汀線の回復を図
ることを防護水準とする。

将来的な気候変動による影響等も考慮し、継続的なモニタリ
ングに基づき対策を実施する「順応的砂浜管理」を行う。また、
気候変動に関する最新の知見を常に取り込み、継続的に対応
方針を更新していく仕組みや体制を構築する。

モニタリングを重視した「順応的砂浜管理」のイメージ図

静岡県では、砂浜の保全においては、将来的な気候変動に
よる影響等に関する最新の知見を取り込み、継続的なモニタリ
ングに基づき対策を実施する「予測を重視した順応的砂浜管
理」によって対応方針を更新していく仕組みや、「総合土砂管
理」を含めた管理体制の構築を進める。

予測には、気候変動による平均海面上昇が含まれるため、
それにより生じる汀線の後退を踏まえて対応を行うことを基本
とする。

＜侵食＞
侵食等の状況を踏まえ、汀線を保全・維持することを基本的

な目標とし、侵食が著しい海岸では必要に応じて汀線の回復
を図ることを防護水準とする。

将来的な気候変動に対しては、平均海面上昇により汀線の
後退が想定されることなど、気候変動による影響等を考慮し、
それぞれの海岸の状況に応じて関係者と連携した上で、継続
的なモニタリングに基づき適切な対策を実施する「順応的砂浜
管理」を行う。また、気候変動に関する最新の知見を常に取り
込み、継続的に対応方針を更新していく仕組みや体制を構築
する。

「順応的砂浜管理」のイメージ図

対応結果の詳細（No.4） 17

◆遠州灘沿岸海岸保全基本計画への対応

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：現行計画からの変更箇所（愛知県との協議による変更）、○○○：今回修正した箇所

◆p.10より



現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

防護目標（侵食）

現状の砂浜を保全することを基本的
な目標とし、必要に応じて砂浜の回復
を図る。

防護目標（侵食）

砂浜の保全においては、将来的な気候変動による影響等に
関する最新の知見を取り込み、継続的なモニタリングに基づき
対策を実施する「予測を重視した順応的砂浜管理」によって対
応方針を更新していく仕組みや、「総合土砂管理」を含めた管
理体制の構築を進める。

予測には、気候変動による平均海面上昇が含まれるため、
それにより生じる汀線の後退を踏まえて対応を行うことを基本
とする。

防護目標（侵食）

土砂収支の不均衡に起因する汀線後退等、将来の気候変
動の影響によらない侵食に対し、予測を重視し、状況に応じた
適切な対応を行うことを基本的な防護水準とする。

砂浜の保全においては、将来的な気候変動による影響等に
関する最新の知見を取り込み、継続的なモニタリングに基づき
対策を実施する「順応的砂浜管理」によって対応方針を更新し
ていく仕組みや体制を構築する。

対応結果の詳細（No.4） 18

◆駿河湾沿岸、伊豆半島沿岸海岸保全基本計画への対応

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、○○○：今回修正した箇所

 No.4のご意見を踏まえ、侵食対策に関する防護目標について記載内容を修正した。



対応結果の詳細（No.5、No.11） 19

 No.5、No.11のご意見を踏まえ、遠州灘沿岸の「市町・民間団体等との連携強化」、駿河湾沿岸、伊豆半島沿岸の「海岸保全の
取組」の項目に対し、市町・事業実施の際には、漁業者や観光事業者を含む海岸や対策に関わる全ての方々と調整を行って
いく旨を明記した。

No 意見・確認事項 第２回検討委員会での回答 対応 計画書

5

漁場が養浜によって壊されてしまったこ
とがある。全体を通して「漁業との調整」に
ついて考慮していることを、文章に記載す
るなど検討していただきたい。

漁業者への影響の部分について、工事を
する際は調整をすることが基本的である。ま
た、整備計画もあるので、その中で、注意事
項として留意する部分を検討する必要があ
ると考えている。

現行計画の記載を修正する。 遠 第2章3

駿 第1編
第2章 2.2(2)

伊 第1編
第2章 2.2(2)

11

堤防の工事の際には、観光事業者の意
見を取り入れてほしい。

（回答無し） 現行計画の記載を修正する。

同上

◆p.11、13より

現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

○市町・民間団体等との連携の強化
海岸における自然環境や人々の利用は多種多様

であることから、海岸管理者をはじめとして、沿岸市町，
地域住民，各種団体など、海岸に関わるすべての関
係者が、協働・連携・分担して、総合的な見地から対
処していくものとする。

現行基本計画と同一 ○市町・民間団体等との連携の強化
海岸における自然環境や人々の利用は多種多様

であることから、海岸管理者をはじめとして、沿岸市町，
地域住民，各種団体など、海岸や対策に関わるすべ
ての関係者で調整のうえ、協働・連携・分担して、総合
的な見地から対処していくものとする。

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：現行計画からの変更箇所（愛知県との協議による変更）、○○○：今回修正した箇所

◆遠州灘沿岸海岸保全基本計画 ○市町・民間団体等との連携強化の変更



対応結果の詳細（No.5、No.11） 20

 No.5、No.11のご意見については、既に対応方針に関する事項が現行計画に記載されているため、対応済み（計画の変更な
し）とした。

現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

（３）海岸保全の取組
海岸における自然環境や人々の利用は多種多様

であることから、海岸管理者をはじめとして、沿岸の市
町、地域住民、各種団体など、海岸に関わるすべて
の関係者が、協働・連携・分担して、総合的な見地か
ら対処していくものとする。

現行基本計画と同一 （３）海岸保全の取組
海岸における自然環境や人々の利用は多種多様で
あることから、海岸管理者をはじめとして、沿岸の市
町、地域住民、各種団体など、海岸や対策に関わる
すべての関係者で調整のうえ、協働・連携・分担して、
総合的な見地から対処していくものとする。

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○○：今回修正した箇所

◆駿河湾沿岸、伊豆半島沿岸海岸保全基本計画 海岸保全の取組の変更



 No.7のご意見を踏まえ、遠州灘沿岸の基本計画の記載内容について愛知県と協議を行い、双方で異なる記載としていた「防護
水準」及び「海岸環境の整備及び保全に関する事項」の記載を修正した。

No 意見・確認事項 第２回検討委員会での回答 対応 計画書

7

遠州灘沿岸海岸保全基本計画について、
愛知県と静岡県を分けて書いてあるが、
県境で方針が変わらないように調整する
べきではないか。

愛知県と議論して、まとめられるように調
整する。

愛知県と協議の上、計画書への記
載方法を修正した。 遠 1章

2-1（2）
及び

2-1（2）

現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

＜地震・津波＞
○海岸保全施設の整備を行う上での目標 （施設整備
目標）

南海トラフ沿いで発生する、発生間隔が数十年
から百数十年に一度規模の地震・津波（レベル１
（L1）津波）に対し、住民財産の保護、地域経済の安
定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸
保全施設の整備を行うことを目標とする。

＜地震・津波＞
○海岸保全施設の整備を行う上での目標 （施設整備
目標）

愛知県では、南海トラフ沿いで発生する、発生間
隔が数十年から百数十年に一度規模の地震・津波
（レベル１（L1）津波）に対し、住民財産の保護、地域
経済の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点か
ら、海岸保全施設の整備を行うことを目標とする。
気候変動による海面上昇、施設の耐用年数を踏ま
えた施設整備目標を検討する。

静岡県では、気候変動による平均海面の上昇を
考慮した南海トラフ沿いで発生する、発生間隔が数
十年から百数十年に一度規模の地震に伴う想定津
波（レベル1（L1）津波）の水位に対して防護すること
を目標とする。

＜地震・津波＞
○海岸保全施設の整備を行う上での目標 （施設整備
目標）

気候変動の影響による平均海面の上昇を考慮し
た南海トラフ沿いで発生する、発生間隔が数十年か
ら百数十年に一度規模の地震に伴う想定津波（レ
ベル1（L1）津波）の水位に対して防護することを目
標とする。住民財産の保護、地域経済の安定化、効
率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設
の整備を行い、施設の整備にあたっては気候変動
の影響による海面上昇、施設の耐用年数を踏まえ
た施設整備目標を検討する。

対応結果の詳細（No.7） 21

◆遠州灘沿岸海岸保全基本計画 防護水準（地震・津波）の修正

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：現行計画からの変更箇所（愛知県との協議による変更）、○○○：今回修正した箇所

◆p.12より



現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

＜高潮＞
○海岸保全施設の整備を行う上での目標 （施設整備
目標）

最も沿岸に被害を与えた昭和28年13号台風、昭和
34年伊勢湾台風規模の高潮に対し、伊勢湾台風以降
発生した高潮被害も踏まえ、住民財産の保護、地域経
済の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、
海岸保全施設の整備を行うことを目標とする。（なお、
波浪については、50年確率波浪を用いることを基本と
する。）

＜高潮＞
○海岸保全施設の整備を行う上での目標 （施設整備
目標）

愛知県では、最も沿岸に被害を与えた昭和28年13
号台風、昭和34年伊勢湾台風規模の高潮に対し、気
候変動による台風中心気圧低下を考慮し、高潮潮位・
波の高さを推算する。伊勢湾台風以降発生した高潮
被害も踏まえ、住民財産の保護、地域経済の安定化、
効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設
の整備を行うことを目標とする。（なお、波浪について
は、50年確率波浪を用いることを基本とする。）

静岡県では、気候変動による平均海面の上昇や台
風規模の変化等の将来変化を考慮した高潮や最も沿
岸に被害を与えた昭和28年13号台風、昭和34年伊勢
湾台風規模の高潮及び、伊勢湾台風以降発生した高
潮被害に基づき、適切に推算した潮位や波浪に対して
防護することを目標とする。（なお、波浪については、
50年確率波浪を用いることを基本とする。）

＜高潮＞
○海岸保全施設の整備を行う上での目標 （施設整備
目標）

気候変動の影響による平均海面の上昇や台風の強
大化等の将来変化を考慮した高潮や、最も沿岸に被
害を与えた昭和28年13号台風、昭和34年伊勢湾台風
規模の高潮に対して、適切に推算した潮位や波浪に
対して防護することを目標とする。また、伊勢湾台風以
降発生した高潮被害も踏まえ、住民財産の保護、地域
経済の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、
海岸保全施設の整備を行う。（なお、波浪については、
50年確率波浪を用いることを基本とする。）

対応結果の詳細（No.7） 22

◆遠州灘沿岸海岸保全基本計画 防護水準（高潮）の修正

 No.7のご意見を踏まえ、遠州灘沿岸の基本計画の記載内容について愛知県と協議を行い、双方で異なる記載としていた「防護
水準」及び「海岸環境の整備及び保全に関する事項」の記載を修正した。

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：現行計画からの変更箇所（愛知県との協議による変更）、○○○：今回修正した箇所



現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

＜侵食＞

現状の汀線を保全・維持することを基
本的な目標とし、侵食が著しい海岸で
は必要に応じて汀線の回復を図ること
を防護水準とする。

＜侵食＞

愛知県では、現状の汀線を保全・維持することを基本的な目
標とし、侵食が著しい海岸では必要に応じて汀線の回復を図
ることを防護水準とする。

将来的な気候変動による影響等も考慮し、継続的なモニタリ
ングに基づき対策を実施する「順応的砂浜管理」を行う。また、
気候変動に関する最新の知見を常に取り込み、継続的に対応
方針を更新していく仕組みや体制を構築する。

モニタリングを重視した「順応的砂浜管理」のイメージ図

静岡県では、砂浜の保全においては、将来的な気候変動に
よる影響等に関する最新の知見を取り込み、継続的なモニタリ
ングに基づき対策を実施する「予測を重視した順応的砂浜管
理」によって対応方針を更新していく仕組みや、「総合土砂管
理」を含めた管理体制の構築を進める。

予測には、気候変動による平均海面上昇が含まれるため、
それにより生じる汀線の後退を踏まえて対応を行うことを基本
とする。

＜侵食＞

侵食等の状況を踏まえ、汀線を保全・維持することを基本的
な目標とし、侵食が著しい海岸では必要に応じて汀線の回復
を図ることを防護水準とする。

将来的な気候変動に対しては、平均海面上昇により汀線の
後退が想定されることなど、気候変動による影響等を考慮し、
それぞれの海岸の状況に応じて関係者と連携した上で、継続
的なモニタリングに基づき適切な対策を実施する「順応的砂浜
管理」を行う。また、気候変動に関する最新の知見を常に取り
込み、継続的に対応方針を更新していく仕組みや体制を構築
する。

「順応的砂浜管理」のイメージ図

対応結果の詳細（No.7） 23

◆遠州灘沿岸海岸保全基本計画 防護水準（侵食）の修正

 No.7のご意見を踏まえ、遠州灘沿岸の基本計画の記載内容について愛知県と協議を行い、双方で異なる記載としていた「防護
水準」及び「海岸環境の整備及び保全に関する事項」の記載を修正した。

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：現行計画からの変更箇所（愛知県との協議による変更）、○○○：今回修正した箇所



現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

記載なし ■ 気候変動に伴う影響の把握と周辺環境や景観への留意

愛知県では、気候変動に伴う環境変化についてモニタリング
を推進していく。

静岡県では、今後の気候変動への対応などにより新たな海
岸保全対策の実施が必要となる場合には、周辺環境や景観
への影響など配慮すべき事項を踏まえた上で、検討していく。

■ 気候変動に伴う影響の把握と周辺環境や景観への留意

気候変動に伴う環境変化についてモニタリングを推進し、今
後の気候変動の影響への対応などにより新たな海岸保全対
策の実施が必要となる場合には、周辺環境や景観への影響
など配慮すべき事項を踏まえた上で、検討していく。

対応結果の詳細（No.7） 24

◆遠州灘沿岸海岸保全基本計画 「海岸環境の整備及び保全に関する事項」の記載の修正

 No.7のご意見を踏まえ、遠州灘沿岸の基本計画の記載内容について愛知県と協議を行い、双方で異なる記載としていた「防護
水準」及び「海岸環境の整備及び保全に関する事項」の記載を修正した。

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：現行計画からの変更箇所（愛知県との協議による変更）、○○○：今回修正した箇所



 No.9のご意見を踏まえ、段階的な施設整備の実施に関する記載に追記を行った。

No 意見・確認事項 第２回検討委員会での回答 対応 計画書

9

「手戻りのない効率的な整備を行う」とあるが、
一番大事なのは、間に合うように対策すること
である。手遅れとならないように、かつ手戻りが
少なくなるようにというのが難しい。

手戻りを怖がっていると、どんどんやらない方
向に行くので、間に合うように、手遅れにならな
いようという観点を入れて、書き加えてほしい。

計画書本文に反映する。 『段階的な施設整備の実施』の項
目に、文章を追記した。

遠 1章 2-1（3）.

駿 第1編
第2章 2.2(2)

伊 第1編
第2章 2.2(2)

現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

記載なし （３）段階的な施設整備の実施
気候変動による平均海面の上昇や高潮、波浪は、長い期間

をかけて変化していくことから、施設が整備されるまでに要す
る時間と経費、その間の新たな技術開発等を踏まえ、段階的
な整備目標を設定し、手戻りのない効率的な整備を行うことと
する。

そのため、2100年を想定して定めた防護目標に対し、施設

整備目標年は施設の耐用年数に応じて、その都度、整備高を
定めることする。

防護目標の更新イメージ

１－３． 段階的な施設整備の実施
気候変動の影響による平均海面の上昇や高潮、波浪は、長

い期間をかけて変化していくことから、施設が整備されるまで
に要する時間と経費、その間の新たな技術開発等を踏まえ、
海岸ごとに気候変動の進行に対し手遅れにならないよう、適
切な対策を講じていく。実施にあたっては手戻りのない効率的
な整備を行うこととする。

そのため、2100年を想定して定めた防護目標に対し、施設

整備目標年や施設の耐用年数に応じて、その都度、整備高を
定めることする。

防護目標の更新イメージ

対応結果の詳細（No.9） 25

◆遠州灘沿岸海岸保全基本計画への対応

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、○○○：今回修正した箇所

◆p.12より



現行基本計画記載内容 第２回検討委員会参考資料記載内容 変更記載内容（案）

記載なし （２）段階的な施設整備の実施

気候変動による平均海面の上昇や高潮、波浪は、長い期間
をかけて変化していくことから、施設が整備されるまでに要す
る時間と経費、その間の新たな技術開発等を踏まえ、段階的
な整備目標を設定し、手戻りのない効率的な整備を行うことと
する。

そのため、2100年を想定して定めた防護目標に対し、施設

整備目標年は施設の耐用年数に応じて、その都度、整備高を
定めることする。

防護目標の更新イメージ

（２）段階的な施設整備の実施

気候変動の影響による平均海面の上昇や高潮、波浪は、
長い期間をかけて変化していくことから、施設が整備されるま
でに要する時間と経費、その間の新たな技術開発等を踏まえ、
海岸ごとに気候変動の進行に対し手遅れにならないよう、適
切な対策を講じていく。実施にあたっては手戻りのない効率的
な整備を行うこととする。

そのため、2100年を想定して定めた防護目標に対し、施設

整備目標年や施設の耐用年数に応じて、その都度、整備高を
定めることとする。

防護目標の更新イメージ

対応結果の詳細（No.9） 26

◆駿河湾沿岸、伊豆半島沿岸海岸保全基本計画への対応

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、○○○：今回修正した箇所

 No.9のご意見を踏まえ、段階的な施設整備の実施に関する記載に追記を行った。



４ 海岸保全基本計画（原案）への反映

27

4.1 海岸の防護に関する事項の変更

4.2 海岸環境の整備及び保全に関する事項の変更

4.3 海岸における公衆の適正な利用に関する事項の変更



現行の海岸保全基本計画からの変更点は赤字で表記した。愛知県と共同で作成する遠州灘沿岸については、愛知県との協議を踏まえて変更し
た箇所を青字で表記した。

第２回検討委員会でのご意見を踏まえて変更した箇所は○○で表記した。なお、遠州灘沿岸では、第２回検討会以降、愛知県との協議を踏まえ
て変更した箇所は○○で表記している。（ただし、統計データ等の更新はハッチとはしていない。）

なお、表記のゆれの修正（「取り組み」、「取組み」→「取組」に統一 など）や誤字・脱字等は、文字の着色を行っていない。

対比表の作成方針 28

◆遠州灘沿岸海岸保全基本計画の場合

赤字：現行計画からの変更箇
所
○○：第２回検討委員会での意
見に対する変更箇所

青字：愛知県との協議を踏まえ
て変更した箇所

○○：第２回検討委員会以降、
愛知県との協議を踏まえて変
更した箇所

左側：現行の海岸保全基本計画 左側：海岸保全基本計画の変更案



高潮・波浪に対する必
要堤防高の設定4.1 海岸の防護に関する事項の変更

29



海岸保全基本計画には海岸の保全に関する基本的な事項と海岸保全施設の整備に関する基本的な事項があり、主に海岸の防護に関する事項
や海岸保全施設の整備に関する基本的な事項に技術検討会での検討結果を反映する。

海岸保全基本計画の更新項目（３沿岸共通）

出典：「第1回 静岡県海岸保全基本計画検討委員会説明資料」 令和6年2月 より一部編集

現計画の保全の方向に気候変動の長期的な影響を考慮する

■防護の目標の見直し
●防護の目標
気温 2℃上昇シナリオ（RCP2.6）における 2100 年時点の気候を想
定し、防護すべき地域、防護水準など海岸防護の目標を定める。
☆津波
①気候変動の影響を考慮した外力の検討
②気候変動の不確実性、施設の耐用年数を踏まえた施設整備

目標の検討
☆高潮
①気候変動の影響を考慮した外力の検討
②気候変動の不確実性、施設の耐用年数を踏まえた施設整備

目標の検討
☆侵食
①砂浜の順応的管理の検討

■静岡県3沿岸の基礎データの更新

海岸保全施設の整備状況、災害発生状況、生態系、水質、人口、
産業、歴史、景観、交通、観光、利便性等
■気候変動を含む社会情勢の変化を踏まえた更新
☆SDG’ｓ、生物多様性、カーボンニュートラル等環境利用面での

変化
☆静岡県独自のソフト対策や環境保全への取組状況

30



海岸の防護に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 31

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の第１章のうち、「海岸の防護に関する事項」について、以下の変更を行った。

（２）防護水準〈地震・津波〉の変更 ほか

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸の防護に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 32

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の第１章のうち、「海岸の防護に関する事項」について、以下の変更を行った。

（２）防護水準〈高潮〉、〈侵食〉の変更

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸の防護に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 33

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の第１章のうち、「海岸の防護に関する事項」について、以下の変更を行った。

海岸保全施設の整備の推進 ほか

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸の防護に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 34

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の第１章のうち、「海岸の防護に関する事項」について、以下の変更を行った。

砂浜の保全・回復の推進の変更、危機管理対策の推進の追記 ほか

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸の防護に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 35

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の第２章（静岡県版）の「海岸の防護に関する事項」について、以下の変更を行った。

整備の基本方向の変更、防護水準〈津波〉の変更

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸の防護に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 36

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の第２章（静岡県版）の「海岸の防護に関する事項」について、以下の変更を行った。

防護水準〈高潮〉 〈侵食〉の変更、段階的な施設整備の実施の追加

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸の防護に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 37

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の第２章（静岡県版）の「今後の取組方針」に以下の変更を行った。

津波への対応の追記

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸の防護に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 38

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の第２章（静岡県版）の「今後の取組方針」に以下の変更を行った。

地球温暖化に伴う気候変動の不確実性への対応 タイトル及び内容の変更

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸の防護に関する事項の変更（駿河湾沿岸）

駿河湾沿岸海岸保全基本計画の「海岸保全の目標と取組」について、以下の変更を行った。

防護の目標の変更

39

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸の防護に関する事項の変更（駿河湾沿岸）

駿河湾沿岸海岸保全基本計画の「海岸保全の目標と取組」について、以下の変更を行った。

段階的な施設整備の実施の追加

40

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸の防護に関する事項の変更（駿河湾沿岸）

駿河湾沿岸海岸保全基本計画の「１）防護に関する取組」について、以下の変更を行った。

第２回検討委員会のご意見(No.5,No.11）を踏まえ、冒頭文章 変更

41

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸の防護に関する事項の変更（駿河湾沿岸）

駿河湾沿岸海岸保全基本計画の「海岸保全の目標と取組」について、以下の変更を行った。

沿岸地域における総合的な防災・減災対策の推進 変更

42

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸の防護に関する事項の変更（駿河湾沿岸）

駿河湾沿岸海岸保全基本計画の「海岸保全の目標と取組」について、以下の変更を行った。

砂浜の消波機能を活用した越波被害からの防護の変更、地球温暖化に伴う気候変動への対応の追記、

グリーンインフラの整備の推進の追加

43

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸の防護に関する事項の変更（伊豆半島沿岸）

前回検討委員会を踏まえ伊豆半島沿岸海岸保全基本計画の「海岸保全の目標と取組」について、以下の変更を行った。

防護の目標の変更

4444

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸の防護に関する事項の変更（伊豆半島沿岸）

前回検討委員会を踏まえ伊豆半島沿岸海岸保全基本計画の「海岸保全の目標と取組」について、以下の変更を行った。

段階的な施設整備の実施の追加

4545

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸の防護に関する事項の変更（伊豆半島沿岸）

前回検討委員会を踏まえ伊豆半島沿岸海岸保全基本計画の「海岸保全の目標と取組」について、以下の変更を行った。

第２回検討委員会のご意見(No.5,No.11）を踏まえ、冒頭文章 変更

4646

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸の防護に関する事項の変更（伊豆半島沿岸）

前回検討委員会を踏まえ伊豆半島沿岸海岸保全基本計画の「海岸保全の目標と取組」について、以下の変更を行った。

沿岸地域における総合的な防災・減災対策の推進 変更

4747

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸の防護に関する事項の変更（伊豆半島沿岸）

前回検討委員会を踏まえ伊豆半島沿岸海岸保全基本計画の「海岸保全の目標と取組」について、以下の変更を行った。

砂浜、歴浜や岩礁の消波機能を活用した越波被害からの防護 変更、
地球温暖化に伴う気候変動への対応の追記、グリーンインフラの整備の推進の追加

4848

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



高潮・波浪に対する必
要堤防高の設定4.2 海岸環境の整備及び保全に関する事項の変更

49



海岸環境の整備及び保全に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 50

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の「海岸環境の整備及び保全に関する事項」について、以下の変更を行った。

持続可能な海岸利用及び生物多様性の保全、気候変動に伴う影響の把握と周辺環境や景観への留意 追加

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸環境の整備及び保全に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 51

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の第２章（静岡県版）の「今後の取り組み方針」に、以下の変更を行った。

グリーンインフラ整備の推進 追記

～中略～

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸環境の整備及び保全に関する事項の変更（駿河湾沿岸）

駿河湾沿岸海岸保全基本計画の「海岸環境保全に関する取組」について、以下の変更を行った。

気候変動への対応における周辺環境や景観への留意、グリーンインフラ整備の推進 追記

52

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸環境の整備及び保全に関する事項の変更（伊豆半島沿岸）

伊豆半島沿岸海岸保全基本計画の「海岸環境保全に関する取組」について、以下の変更を行った。

気候変動への対応における周辺環境や景観への留意、グリーンインフラ整備の推進 追記

5353

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



高潮・波浪に対する必
要堤防高の設定4.3 海岸における公衆の適正な利用に関する事項の変更

54



海岸における公衆の適正な利用に関する事項の変更（遠州灘沿岸） 55

遠州灘沿岸海岸保全基本計画の「海岸における公衆の適正な利用に関する事項」について、以下の変更を行った。

気候変動対応や社会情勢の変化への対応の追加、海岸の利用に関する情報の共有の追加

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 青文字：愛知県との協議を踏まえて変更した箇所
○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所
○○：第２回検討委員会以降、愛知県との協議を踏まえて変更した箇所



海岸における公衆の適正な利用に関する事項の変更（駿河湾沿岸）

駿河湾沿岸海岸保全基本計画の「利用に関する取組」について、以下の変更を行った。

気候変動対応や社会情勢の変化への対応の追加

56

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



海岸における公衆の適正な利用に関する事項の変更（伊豆半島沿岸）

伊豆半島沿岸海岸保全基本計画の「海岸の適正な利用に関する取組」について、以下の変更を行った。

気候変動対応や社会情勢の変化への対応の追加

5757

凡例： 赤文字：現行計画からの変更箇所、 ○○：第２回検討委員会での意見に対する変更箇所



５ 今後のスケジュール

58



59今後のスケジュール 59

 「技術検討会」での技術的な検討結果や「連絡調整会議」での関係者間の協議結果等を「検討委員会」に諮りつつ、県内３沿岸の検討を横並びに進
め、令和７年度中に県内３沿岸同時の計画変更を目指す。

■海岸保全基本計画変更までのスケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

駿河湾沿岸

遠州灘沿岸

伊豆半島沿岸

検討委員会　（公開）

技術検討会　（非公開）

連絡調整会議　（非公開）

各
種
検
討

会
議
等

海岸保全基本計画の変更手続

2023年度 2024年度 2025年度

（令和５年度） （令和６年度） （令和７年度）

情報収集

●

第１回

（2/6）

外力条件設定

●

第１回

（10/24）

情報収集 外力条件設定

情報収集 外力条件設定

波浪・高潮推算

波浪・高潮推算

●

第１回

（9/14）

●

第２回

(7/4)

●

第３回

(11/19)

整備案の検討防護水準設定

防護水準設定 整備案の検討

●

第２回

(4/25)

●

第４回

(9/11)

●

第２回

●

第３回

素案 作成

素案 作成

波浪・高潮推算

海浜地形予測

防護水準設

定

整備案の検

討

素案審議

計画外力更新の

検討における

基本方針の決定

基本計画更新の

ための認識確認

原案審議

●

第４回

意見

反映

意見

反映

●

公表

変更計画確定

海浜地形予測

海浜地形予測

原案作成

原案 作成

素案作成 原案作成

案 作成

案 作成

案 作成

●

第３回

(10/30)

技術検討会内容共有

防護水準・整備案提示

(10/10)(10/10) (12/9)

関係者意
見照会

パブリック

コメント


